
（４）川崎市総合事業について



「  」 は 川 崎 市 の 介 護 予 防 ・ 日 常 生 活 支 援 総 合 事 業 の ホ ー ム ペ ー ジ の 該 当 箇 所 や 参 考 資

料 を 指 し て い ま す 。

１．平成 30 年 10 月実施総合事業における単価改定について 

9 月に実施の説明会（訪問型）及び市ホームページ等でお知らせしたと

おり、本市の総合事業における新たな加算や単位数については、「国が定

める単価」の状況を踏まえ、平成 30 年 10 月分から改定を施行しました。  

改定内容を反映した次の資料等について川崎市ホームページに掲載して

います。  

（１）請求事務の手引き及び訪問型サービス算定例  

（２）介護予防・生活支援サービス事業の案内  

（３）平成 30 年 10 月以降の単価改定内容  

（４）川崎市総合事業サービスコード単位数表マスタ  

＜ＵＲＬ＞  http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/ 

23-1-11-3-13-0-0-0-0-0.html 

川崎市介護予防・日常生活支援総合事業

（１）

（２）

（３）

（４）
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２．通所型サービスの改定事項及びよくあるお問い合せ 

★改定事項（市ホームページ掲載資料抜粋）  
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★よくあるお問い合わせ  

（川崎市総合事業Ｑ＆Ａ  ６．通所型サービス関係抜粋）  
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 【通所型算定のポイント】  

  ・報酬は、原則として「介護予防サービス・支援計画」に設定された回

数で算定します。入院、通院、葬祭等についても本人都合になります

ので、報酬算定について変更する必要はありません。  

・当該月にショートステイを利用する場合は、該当期間を除いて「介護

予防サービス・支援計画」に設定された回数で算定します。  

 月額報酬の計画で、ショートステイ該当期間を除いた後も「介護予防

サービス・支援計画」に設定された回数が月額報酬に該当する場合

は、ショートステイ該当期間を除いた日割り算定となります。  

 （月額報酬に該当しない場合は、回数算定となります。）  

・すべての場合において、該当する月にサービス利用実績がなかった場  

合は、報酬算定を行うことはできません。  

３．介護予防短時間通所サービス（Ａ７）について

  川崎市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い川崎市独自サービ

スである『介護予防短時間通所サービス (A7)』の平成３０年度版チラシを

作成しました。  

介護予防短時 間通所サービスの 指定手続きに係る 詳細については、 川崎

市総合事 業専 用ナ ビダイヤ ル（ 0570-040-114）ま でお 問い合わ せい ただ

くか、川崎市総合事業ホームページをご覧ください。  

＜ＵＲＬ＞ http://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000074854.html 

【介護予防短時間通所サービス案内チラシ（平成 30年度版）】  
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４．訪問型サービスの主な改定事項及びよくあるお問い合せ 

 ★主な改定事項 

平 成 30年 10月 版 の 単 位 数 表

マ ス タ を ご 活 用 く だ さ い 。  
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★よくあるお問い合せ 
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（川崎市総合事業Ｑ＆Ａ  ５．訪問型サービス関係抜粋）  

（川崎市総合事業 9 月 13 日説明会資料抜粋）  
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★訪問型サービス（A3:介護予防訪問サービス）算定例 

５．かわさき暮らしサポーターの状況について 

川崎市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に伴い、生活援助特化型

の従事者になれる新たな資格『かわさき暮らしサポーター』を設定し、平

成３０年５月現在で１０法人が研修機関となっています。  

  研修機関の指 定手続きに係る詳 細については、川 崎市総合事業専用 ナビ

ダイヤル （ 0570-040-114）ま でお問 い合わせ いた だく か、川崎 市総 合事

業ホームページをご覧ください。  

 ＜ＵＲＬ＞  

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-13-11-0-0-0-0.html 

10月 の 単 価 改 正 に 伴 い 算 定 例 を 改 定 し ま し た 。 過 去 の 算

定 例 に つ い て も 掲 載 し て あ り ま す の で 、 月 遅 れ 請 求 等 で

ご 不 明 な 点 が あ り ま し た ら ご 活 用 く だ さ い 。
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６．川崎市介護予防・日常生活支援総合事業お問い合わせ先等 

◆  川崎市総合事業に関するお問い合わせ先 ０５７０－０４０－１１４

◆  受付時間  8： 30～ 17： 15 月～金曜日（祝日、 12/29～ 1/3を除く）  

『 川 崎 市 ト ッ プ ペ ー ジ 』 ⇒ 『 く ら し ・ 手 続 き 』 ⇒ 『 福 祉 ・ 介 護 』 ⇒ 『 高 齢

者・介護保険』⇒ 『介護保険制度』 ⇒『事業者入口』 ⇒『介護予防・日 常生

活支援総合事業』  

http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/23-1-11-3-13-0-0-0-0-0.html 
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